
仕 様 書 

 

 

㈱さかい新事業創造センター 

 

１ 業 務 名  さかい新事業創造センター交流拠点企画運営業務 

 

２ 履行場所  さかい新事業創造センター（堺市北区長曽根町１３０番地４２） 

 

３ 履行期間  契約日から令和６年３月３１日まで 

        （交流拠点の開設は令和５年１０月を予定。） 

 

４ 業務目的 

  さかい新事業創造センター（以下、「S-Cube」とする。）内において、堺市が掲げる連続

的なイノベーション創出を図るため、起業家、スタートアップ企業、第二創業者など新た

な取組を行う事業者、研究者や学生、地域社会に課題を持つ方など多様なステークホルダ

ーや支援者が集まり、共創やイノベーションが生まれるクリエイティビティな空間とし

て令和５年１０月（予定）に交流拠点を開設することから、拠点内において交流の促進や

コミュニティの創出・活性化のための企画運営を行うもの。 

 

５ 業務実施にあたっての考え方 

（１）「堺市基本計画 2025」において、中百舌鳥エリアはイノベーション創出拠点として位

置づけられており、エリア全体として人流を増やし、将来にわたって継続的にイノベ

ーションを絶え間なく生み出し続けられるエリアとするため、地域の現状・課題を十

分に把握し、交流拠点の運営を行うこと。 

（２）新しく働く場や機会・知見が得られ繋がる場所として、若い世代、女性など多様なビ

ジネスパーソン等が市内外から集まりたくなり、交流・共創から社会に資する新しい

取組やコミュニティが生まれる雰囲気がある空間を創ること。 

（３）交流拠点は会員制により利用できるものとするが、既存用途である S-Cube 入居者及

び関係者等が使用できるよう配慮すること。 

（４）「人と人」「人と情報」などのエンゲージメントを構築するため、利用者等とのコミュ

ニケーション、柔軟な思考で課題とソリューションを結びつけるイベント等の企画・

運営などコミュニティ形成を支援する人材として、交流拠点内にコミュニティマネ

ージャー等の必要な運営スタッフを配置すること。 

 

６ 交流拠点の概要 

  施設名称  S-Cube 交流拠点（仮称） 

  開設年月日 令和 5 年１０月 1 日（予定） 



  施設内容  ・利用者の受付カウンター（コミュニティマネージャーの常駐スペース） 

        ・コミュニケーションスペース及びワーキングスペース 

        ・ビジネス書、新聞、パンフレット等の閲覧コーナー 

        ・商談（ミーティング）スペース 

        ※「別紙①_交流拠点レイアウト図」は現状のレイアウト案となるが、今

後変更の可能性があるため、参考程度とすること。 

開館時間  10：00～19：00 

      （開館時間中は運営スタッフが常駐すること） 

休 館 日  土、日、祝祭日、12 月 29 日～1 月 3 日 

利 用 料  無料（会員登録は必須） 

利 用 者  市内外や法人個人を問わず、事業アイデアを有し、その実現のためのビジ

ネスや交流を目的とした利用が見込まれる者及びその支援者など（以下、

「利用者」とする。） 

 

７ 業務内容 

  受注者は、上記目的を達成するために発注者の指示並びに方針に従い、以下の業務を実

施するものとする。 

（１）施設運営業務 

① 施設の利用に関すること 

ア 利用者の募集、受付（利用申請の受理及び登録業務） 

イ 利用者の管理 

ウ 会議室等の利用 

  セミナーやイベント等の開催にあたっては多目的会議室等を無償にて使用できる 

ものとするが、事前に S-Cube への使用予約を行うこと。 

※会議室等の種類及び規模は『別紙②_会議室備品等一覧』のとおり。 

エ 事務機器（イベント開催用）の提供 

※使用可能な事務機器、貸し出し可能備品等については『別紙②_会議室備品等一覧』

のとおり。  

オ その他施設の利用、集客に関して必要な事務 

② 交流拠点の利用促進に関すること  

ア 独自の情報媒体や情報網を活用した情報発信による市内外から利用者の発掘 

イ 堺市や S-Cube ホームページ、ＳＮＳ等を活用した情報発信への助言・協力 

ウ 利用促進イベントの企画・運営やその他利用者を増やすための活動 

③ 施設内の保守管理に関すること 

ア 業務終了報告 

S-Cube 館内は 21 時に閉館し、発注者が契約している警備担当者が施錠を行うた

め、交流拠点の業務終了後には警備担当者への報告・引継ぎを行うこと。 

イ 施設及び施設内の設備・備品等の管理 

  交流拠点内の設備・備品は日常的に点検を行い適切に管理することとし、盗難や破



損等が生じた場合には速やかに発注者に報告を行うこと。また、交流拠点内の設備

の定期点検や修繕等を実施する場合には、発注者の指示に従い適宜協力を行うこ

と。 

ウ 施設及び施設内の清掃、廃棄物処理等 

日常的に清掃を行い施設の美観を保つこと。また廃棄物については S-Cube の 

ルールに従い適切に処理すること。清掃範囲は交流拠点内（受付カウンター、家具・ 

備品、床、壁等）とするが、会議室等の利用時においては、発注者の指示により清 

掃・原状復帰等を行うこと。 

 

（２）交流促進業務 

① コミュニティ創出・活性化 

ア 利用者同士、市内外の事業者・ステークホルダー等と利用者との交流の促進や連携

の機会を創出しコミュニティの活性化を図ること。 

イ S-Cube への入居や堺市・S-Cube が実施するプログラム等への参加につながるよ

うな連動性のある交流機能とし、インキュベーションマネージャーや堺市・S-Cube

の担当者（委託先を含む）との連携を行うこと。 

ウ 利用者のニーズにあわせて、市内外のネットワークを活用し、随時ビジネスマッチ

ング、ネットワーキング、各種サポート等を行うこと。 

エ 利用者の発掘や情報発信のため、近隣の大学、支援機関、金融機関、他のコワーキ

ング、市内外の事業者・ステークホルダー等とのネットワーク構築を行うこと。 

② イベント企画・運営 

上記①の趣旨を踏まえたイベントや交流会を企画し運営を行う。 

ア 開催頻度は月２回程度とし、講師等が必要な場合は受注者が選定し手配すること。

イ 開催内容については発注者と相談のうえ決定すること。イベントや交流会を土・   

日・祝祭日や開館時間外に開催する場合は発注者と受注者で別途協議する。 

ウ 堺市・S-Cube が今年度に実施予定のプログラム等は以下を参照のこと。（内容は昨

年度に実施したもの） 

  ・地域社会未来創出プロジェクト 

   https://www.city.sakai.lg.jp/sangyo/shienyuushi/sogyo/innovation/mirai-proj.html 

・堺・中百舌鳥イノベーション BASE 

https://www.city.sakai.lg.jp/shisei/toshi/nakamozu-

innovation/ekosisutemu/innovation_base.html 

・アクセラレーションプログラム「INNOVATORS BOOTCAMP in SAKAI」 

   https://www.s-cube.biz/acceleration 

  ・スタートアップ実証推進事業「トライアルラウンドテーブル」 

   https://www.s-cube.biz/roundtable 

  ・経営実務勉強会 

   https://www.s-cube.biz/4614.html 

・起業家育成キャンパス 

https://www.city.sakai.lg.jp/sangyo/shienyuushi/sogyo/innovation/mirai-proj.html
https://www.city.sakai.lg.jp/shisei/toshi/nakamozu-innovation/ekosisutemu/innovation_base.html
https://www.city.sakai.lg.jp/shisei/toshi/nakamozu-innovation/ekosisutemu/innovation_base.html
https://www.s-cube.biz/acceleration
https://www.s-cube.biz/roundtable
https://www.s-cube.biz/4614.html


https://www.s-cube.biz/4631.html  

・U30 堺市起業家輩出プログラム「SIP」 

 https://www.s-cube.biz/4642.html 

 

（３）アントレマインド育成プログラム 

学生など概ね 30 歳未満の若者に対して、成功しているビジネスモデルやビジネスに

必要な実務・スキルを学び、体感する機会等を通じて、起業という選択肢を提供し、ア

イデア創出や起業意欲の向上を図ることを目的としたワークショップ等を開催する。 

ア ワークショップ等の開催頻度は月 1 回程度とする。 

イ 積極的に参加者間のコミュニティ創出を図り、継続的な交流拠点の利用につなげる。 

ウ ワークショップ等の企画にあたっては、参加者の属性に応じた適切な講師や先輩起

業家等を選定し実施すること。開催内容については発注者と相談のうえ決定するこ

と。ワークショップ等を土・日・祝祭日や開館時間外に開催する場合は発注者と受注

者で別途協議する。 

エ S-Cube が過去に実施した類似事業は以下を参照のこと。 

・大学生のためのビジネス体験講座「ゼロヒャク」 

https://www.s-cube.biz/4654.html 

 

（４）業務内容の月次報告 

業務の実施内容については毎月整理し、当月分の月次報告書を翌月 10 日（10 日が

土日祝祭日の場合にはその前の平日）までに報告するものとする。月次報告書の様式は

任意とするが、管理月報、イベント実施内容、利用者数等が確認できるものを添えて発

注者に提出するものとする。月次報告書及び月報等の提出にあたっては、電子データ及

び文書両方を提出することとし、電子データについては、原則電子メールにより提出す

ることとする。なお、当月分の利用者数の速報値を尋ねる場合があるため、利用者数は

常に把握するものとする。 

 

８ 履行結果の報告 

業務完了後、業務実施報告書を提出すること。なお、報告書の記載事項は発注者と協議

の上決定することし、提出期限は発注者の指示に従うこと。 

 

９ その他 

（１） 本業務履行に際し、疑義がある場合は、あらかじめ発注者の指示を受けること。 

（２） 本仕様書に明示されていない事項は、発注者の指示に従って行うこと。 

（３） 受注者は発注者と連絡を密にし、作業上必要な資料及び発注者の指示する書類は遅

滞なく作成し、報告、提案及び協議を行い、発注者の承認を得て業務を遂行するこ

と。 

（４） 受注者は、この契約に関し、業務上知り得た事項を漏らしてはならない。また、個

人情報の取扱いについては堺市個人情報保護条例、堺市情報セキュリティポリシー

https://www.s-cube.biz/4631.html
https://www.s-cube.biz/4642.html
https://www.s-cube.biz/4654.html


のほか、関係する法令等を遵守するとともに、個人情報は鍵付きの金庫に保管、送

付先のダブルチェック、データのパスワード設定等の対策を図ること。 

（５） 本業務履行に際しては、新型コロナウイルス感染症をはじめとした感染症等への対

策を講じること。 



 

暴力団等の排除について 

１．入札参加除外者を再委託先等とすることの禁止 

（１）受注者は、堺市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外を受けた者又は同

要綱別表に掲げる措置要件に該当する者を、再委託先並びに受注者及び再委託先の資

材、原材料の購入契約その他の契約の相手方（以下「再委託先等」という。）としては

ならない。 

（２）これらの事実が確認された場合、発注者は受注者に対し、当該再委託先等との再委託

契約等の解除を求めることができる。 

 

２．再委託契約等の締結について 

 受注者は、再委託先等との再委託契約等の締結にあたっては、契約締結時には堺市の契約

約款に準じた暴力団排除条項を加えることとする。 

 

３．誓約書の提出について 

（１）受注者は、堺市暴力団排除条例第８条第２項に規定する暴力団員又は暴力団密接関係

者でない旨の誓約書を提出しなければならない。ただし契約書の作成を省略する契約

の場合、もしくは受注者が国若しくは地方公共団体その他公共団体又は堺市の外郭団

体である場合はこの限りでない。 

（２）受注者は、再委託先等がある場合には、これらの者から堺市暴力団排除条例第８条第

２項に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を徴して、発注者へ

提出しなければならない。 

（３）受注者及び再委託先等が当該誓約書を提出しない場合は、入札参加停止を行うものと

する。 

 

４．不当介入に対する措置 

（１）受注者は、この契約の履行にあたり、暴力団員又は暴力団密接関係者から、暴力団を

利することとなるような社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為

（以下「不当介入」という。）を受けたときは、直ちに発注者に報告し、警察に届け出

なければならない。 

（２）受注者は、再委託先等が暴力団員又は暴力団密接関係者から不当介入を受けたときは、

直ちに発注者に報告し、当該再委託先等に対して、警察に届け出るよう指導しなければ

ならない。 

（３）発注者は、受注者が発注者に対し、（１）及び（２）に定める報告をしなかったとき

は、堺市暴力団排除条例に基づく公表及び入札参加停止を行うことができる。 

（４）発注者は、受注者又は再委託先等が不当介入を受けたことによりこの契約の履行につ

いて遅延等が発生するおそれがあると認めるときは、受注者が（１）に定める報告及び

届け出又は（２）に定める報告及び指導を行った場合に限り、必要に応じて履行期間の

延長等の措置をとるものとする。 


